
IEEPA関税還付プロセスの解説
～還付手続きを正しく理解する～

日本貿易振興機構（ジェトロ）

調査部 米州課
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※最新情報は、米国政府の発表資料を参照してください
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関税の種類 根拠法 概要 現状

ベースライン関税

国際緊急経済権限法

（IEEPA）

ほぼ全ての国・地域に

10％の一律関税

2026年2月20日の最高

裁による無効化判決を受

け、トランプ政権は2月

24日から関税徴収を停

止

相互関税
貿易赤字の大きい国・地

域に個別に高関税

国・地域別関税

中国、カナダ、メキシコ

、ブラジル、インド（注

）に追加関税、ベネズエ

ラ、イラン、キューバに

「2次関税」など

122条関税 1974年通商法122条
全ての国・地域に

10％の一律関税

IEEPA関税の一時的な代

替措置として2月24日に

発動（150日上限）

品目別関税
1962年通商拡大法

232条

鉄鋼・アルミ、自動車・

同部品、中・大型トラッ

ク・同部品、銅、木材、

半導体、医薬品に追加関

税等

継続

還付対象は「IEEPAに基づいて徴収された関税」のみ1
◼ 関税還付の対象となるのは、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく関税（相互関税やいわゆる「フェ

ンタニル関税」など）。自動車・同部品や鉄鋼・アルミ・銅などに対する品目別関税は還付の対象外。

（注）2026年2月7日に撤廃。 （出所）米国政府発表資料から作成。4月17日時点

還付対象

還付対象外
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IEEPA関税の発動から還付まで2
◼ 国際貿易裁判所（CIT）は3月4日、米税関・国境警備局（CBP）に対し、提訴していない企業も含めて、

IEEPA関税の還付を命じた。関税の還付には、電子通関システム（ACE）を通じた、統合通関管理・処理

システム（CAPE）での申請や自動決済機関（ACH）への関税還付用の米国銀行の口座登録が必要となる。

（注）中国に対する相互関税は、2025年5月14日から2026年2月24日まで一時停止措置が適用されていた。
（出所）米国税関・国境警備局（CBP）資料より作成、4月17日時点

IEEPA関税の還付までの経緯

IEEPA関税の発動期間

日付 事象

2月20日 連邦最高裁判所は、IEEPAに基づいて大統領が関税を課すことはできないと判断。

3月2日 連邦巡回区控訴裁判所は、還付手続きの複雑さなどを理由に、最高裁が判決を控訴裁に送付してからさらに90日間、
執行命令を出さないようトランプ政権が行った要請を却下。CITに対して、IEEPAに基づく関税措置を無効と判断
した判決を執行再開するよう指示。

3月4日 CITは、CBPに対して、IEEPAに基づく関税の還付を事実上命じた。CBPは以降、IEEPA関税還付に向けた進捗状
況を4回にわたって報告。また、CITはのちに、清算後のIEEPA関税についても還付を命じた。

IEEPAカナダ関税（フェンタニル関税）

IEEPAメキシコ関税（フェンタニル関税）

2025年
2月

IEEPA中国関税（フェンタニル関税）

相互関税（注）

ベースライン関税

IEEPAブラジル関税

3月

IEEPAロシア産石油を輸入する国への関税（対インド）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年

1月 2月

2月24日に
当該日時点で
発動中の

IEEPA関税は
全て適用を停止

黄掛けは国・地域別関税

4/10～8/7は一時停止期間

4/5開始

4/9開始

3/4開始

3/4開始

8/6開始

8/7開始

2/4開始

2/7撤廃
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関税還付のステップ～まずはアカウント開設を3

（出所） CBP発表資料から作成、 4月17日時点

ステップ 手順書など（英語）

ACEポータルアカウントの登録
CBP手順書

（2025年10月）

ACEポータルアカウントで

輸入者サブアカウントの登録
CBPウェブサイト

ACEポータルアカウントで
関税還付用の米国銀行口座を追加

CBP手順書
（2025年12月）

ACEポータル内のCAPEタブで
関税の還付を申請

CBP手順書
（2026年4月）

関税還付に必要なステップ

◼ 関税還付を申請するためには、電子通関システム（ACE）ポータルアカウントを登録し、輸入者
サブアカウントを作成した上で、関税還付用の米国銀行口座の情報を追加する必要がある。

◼ 還付申請は、ACE内に構築されたIEEPA関税還付専用のシステムである「統合通関管理・処理シ
ステム（CAPE）」を通じて行う。

https://www.cbp.gov/trade/automated

https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-10/automated_ace_portal_account_application_for_importers.pdf
https://www.cbp.gov/trade/automated/how-to-use-ace/portal-managing
https://www.cbp.gov/trade/automated/how-to-use-ace/portal-managing
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2025-12/ace_portal_-_ach_bank_information_for_electronic_refunds_508_0.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/sites/default/files/2026-04/ace_portal_-_cape_declarations_508c.pdf
https://www.cbp.gov/trade/automated
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ACE内のCAPEのプロセス

IEEPA関税の還付システム（CAPE）の概要4
◼ 米税関・国境警備局（CBP）は4月10日と13日に、IEEPA関税の還付を行う統合通関管理・処理システム

（CAPE）での還付手続きについて利用方法を通知し、米国東部時間4月20日午前8時から運用を開始する

とした。単純な還付のみに対応するフェーズ1から開始する。還付のプロセスの概要は、以下の通り。

（注）払い戻し請求中の申告、異議申し立ての対象となっている申告のほか、清算が確定している申告などはフェーズ1の対象外
（出所）米国税関・国境警備局（CBP）から作成、4月17日時点

IEEPA関税の還付プロセス

• 記録輸入者（Importer of record：IOR）
• IORに代わって輸入概要書を提出した通関業者

①申請（バリデーション・チェック）

✓ 申請されたCSVファイルにエラーがないか検証

②一括処理

✓ IEEPA関税の課税対象となる米国関税分類番号（HTS

コード）99章のコードに基づき、還付金額を再計算

✓ 利子も計算する

③審査および清算・再清算

✓ CAPE申請の受理日から45日後に清算・再清算するよう

設定

✓ IEEPA関税が削除された後、課税対象となるIEEPA関税

の課税対象となるHTSコードを含まない関税額を再計算

• IOR
• 元の輸入概要書で指定されている

場合、通知先（Notify party）

4/20のCAPE導入開始後、まずはフェーズ1のみが還付の対象

フェーズ1の還付対象は、①未清算の輸入申告および②清算から80日以内の申告（注）

✓ 払い戻しは自動決済機関（ACH）を通じて電子上で実施。

✓ 受取⼈は、払い戻し専用の米国銀行の口座情報をCBPに

登録しておく必要

✓ 受取⼈が払い戻し用の銀行口座情報を登録していない場

合は、ACEポータル経由で登録する必要

④還付

✓ 輸入者に対して一括して還付

✓ 財務省を通じた還付処理に要する追加の時間が含まれる

ため、通常はCAPE申請受理後60～90日以内に還付

輸入概要書の番号を記載した

CSVファイルを提出
※1度に9,999件まで記載可能申請者

還付先

※申請は在米の輸入者、通関業者のみ。在日本の企業
が還付を申請する際には、取引先へ相談する必要。
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4月20日から開始するCAPEフェーズ1の対象範囲5
◼ CBPが4月20日に運用開始予定のCAPE（フェーズ1）は、清算後80日以内の輸入申告が対象。

◼ 今後、CAPEの機能が拡張され、清算後80日超の輸入申告なども処理できるようになる見込み。
次の開発段階の範囲と機能に関する発表時期は現時点で不明。

（出所）CBP発表資料、メディア報道を基にジェトロ作成

輸入者は通常、CBPに保証
金を預託し、推定関税を支
払う。

CBPは、最終的な関税額を確定
する清算を行う。清算は輸入か
ら1年以内に実施され、通常は輸
入から314日後に自動的に実施。
推定関税額と清算額に差があれ
ば、徴収または還付する。

CBPは、清算時の誤徴収ま
たは誤還付があれば、修正
のために、清算後、90日以
内に再清算を行うことがで
きる。

輸入者は、清算後180日以内
に 「 異 議 申 し 立 て
（Protest）」を行うことが可
能。180日間のProtest可能期
間を過ぎると、一般的に「最
終清算済み」とみなされる。

CAPE 4/20「フェーズ1」対象範囲：輸入申告～清算後80日以内

【フェーズ1対象外の輸入申告】

• 調整（reconciliation）対象としてフラグが立てられた輸入申告および輸入申告タイプ09（調整申告）の輸入申告。

• ドローバック（drawback）の対象の輸入申告。
• 未解決の異議申し立て（protest）の対象の輸入申告。
• ACEに提出されていない輸入申告、およびACEに清算ステータスがない輸入申告。
• アンチダンピング関税（AD）、補助金相殺関税（CVD）の対象（商務省が清算指示を発行し、19 U.S.C. § 1504(d)

に従って清算が保留されている）の輸入申告

※3月4日時点、CBPの3月6日の宣誓書に基づく

清算後90日超：
1,500万件（29％）

清算後90日以内：
1,700万件（33％）

輸入申告後、通常314日未満：
2,010万件（38％）

輸
入
申
告

清
算

関税の納付・還付の仕組み
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IEEPA関税還付～受け取りに向けた準備6

◼ IORがIEEPA関税の還付を受けるためには、電子還付に関する暫定最終規則（IFR）に基づき、
事前の還付プログラム（ACH Refund program）への登録が必須。また、IEEPA還付を請求
するこれまでの輸入申告をまとめた情報を整理しておくことが重要。

◼ IORから取引先などへの還付の再配分は、各企業が取引先と協議し決定する必要がある。

（出所）CBP発表資料、シンクタンク発表を基にジェトロ作成

• 2026年2月6日より、すべての還付は電子処理されるよう、完全電子化済み。これにより、IORがIEEPA関税の還付を
受けるには、事前の還付プログラム（ACH Refund program）への登録が必須となる。

• CBPは、3月26日時点で、2万6,664の輸入者が登録を完了したと報告した。登録輸入者のIEEPA関税支払総額は1,200
億ドルで、これにより全IEEPA関税支払総額の78％がカバーされるとしている。

（参考）ジェトロ・ビジネス短信「米税関、関税還付を2月6日から原則として全面電子化へ」（2026年1月8日）

ジェトロによるワシントンの通商弁護士

事務所へのヒアリング（2026年3月12

日）

• 「現時点で還付を受ける可能性がある

輸入者にとって大事なことは、これま

での輸入申告を見返して、還付される

金額に漏れがないようにしておくこ

と」

• 「電子的に関税還付を受けられるよう

必要な登録手続きを確実に済ませてお

くことも課題」

戦略国際問題研究所（CSIS）シニア

アドバイザーのウィリアム・ライン

シュ氏のポッドキャスト発言（2026

年3月23日）

• 還付を受けるためには、2つのこと

を行わなければならない。

• 第一に、支払額、支払製品、支払日

などを記載したデータを揃える必要

がある。

• 第二に、税関はすべての還付を電子

化している。登録をしなければ関税

を取り戻す方法はない。

通商専門家の見解

電子還付に関する暫定最終規則（IFR）

CBPの公表するIEEPA関税還付のFAQ

（4月15日更新版）によれば、還付請

求に必要な情報は（１）エントリーナ

ンバー（輸入申告番号）および（２）

還付請求品目リスト。

ただし、実際に還付された金額の検証

や、IORとの還付の再配分に関する協

議などに備え、IEEPA関税として支

払った金額（輸入申告別・品目別）な

どの通関記録も用意しておくことが望

ましい。

必要な情報とは？

https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/01/61c3794cebe9566d.html
https://www.csis.org/podcasts/trade-guys/scotus-decision-check-us-cuba-relations-and-usmca-updates
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
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今後の見通し7

（注）日時は全て米国東部時間。

（出所） 米国政府発表資料から作成、4月17日時点

2026年4月20日午前8時
CAPEフェーズ1運用開始
フェーズ1対象外の輸入申告（ドローバック請求中の申告や異議申し立て中の申告など）が
いつ還付申請対象となるかは未定。CBPは「新たな機能が開発され次第、あらためて通知」
と説明。

2026年5月上旬
相互関税発動（2025年4月5日）から394日（関税清算までにかかる標準的な日数314日
+CAPEフェーズ1の還付申請対象である清算後80日）経過
フェーズ1における相互関税の還付申請の最短期限の目安

2026年7月24日
122条関税の適用期限
この日までに301条に基づく何らかの措置が発表される可能性あり。

2026年4月下旬～5月上旬
1974年通商法301条に基づく調査に関する公聴会開催
（①強制労働産品の輸入禁止措置：4月28日～、②過剰生産能力：5月5日～ ）

◼ 4月20日のCAPEフェーズ1運用開始後、5月上旬以降にフェーズ1における相互関税の還付申請
期限が順次訪れる見通し。フェーズ2以降の運用開始時期は未定。

◼ 7月24日には122条関税の適用期限を迎える。この日までに、米国通商代表部（USTR）による
301条調査の結果、新たな追加関税やそのほかの輸入制限措置が各国・地域に課される可能性。
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日本からの対米輸出に課される関税8
◼ 米国連邦最高裁によるIEEPA関税の無効判決を受けて、トランプ政権は同日に1974年通商法122条に

基づく課徴金（122条関税）を課す大統領布告を発表。2026年2月24日から適用。

◼ 関税率は原則、一般関税率（MFN税率）＋10％（2025年7月の日米合意に基づく15％の上限はなし） 。

▪ 米国東部時間2月24日午前0時1分から150日間（7月24日午前0時1分まで）10％の課徴金。
▪ 輸入課徴金は、一般関税率（MFN税率）などに上乗せされる。
▪ ただし、以下は対象外。
➢ 付属書I・IIに記載されている重要鉱物、通貨・地金に使用される金属、エネルギー・同製品、米国で生産などができない資源、牛

肉・トマト・オレンジなどの農産物、医薬品・医薬品原料、特定の電子機器、乗用車・特定の小・中・大型トラック・バス・同部
品、航空宇宙製品、手荷物など。

➢ 1962年通商拡大法232条に基づく追加関税の対象品目。
➢ 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の原産地規則を満たす製品、ドニミカ共和国・中米・米国自由貿易協定（DR-CAFTA）の

原産地規則を満たし無税で輸入される繊維製品・衣類。

122条課徴金の概要

日本に対する関税率
法的根拠 対象品目 税率 備考

1974年通商法
122条

一般品目 一般関税率（MFN税率）＋122条課徴金10％ IEEPAを根拠にしていた相互関税上の取
り決めである、15％の上限はなし

1962年通商拡大法
232条

自動車・同部品関税の対
象品目

一般関税率（MFN税率）含め15％（ただし、一般関税
率15％以上の場合は232条関税は課されない

232条関税は、IEEPAと根拠法が異なるた
め、IEEPA関税を巡る訴訟の影響を受け
ない。また、232条関税対象品目は122条
課徴金の適用対象外アルミニウム、鉄鋼、銅

関税の対象品目
50％

中大型トラック・同部品
関税の対象品目

25％

木材関税の対象品目 10～15％

半導体関税の対象品目 25％

医薬品関税の対象品目 一般関税率（MFN税率）含め15％（ただし、一般関税
率15％以上の場合は232条関税は課されない （出所）米国連邦政府発表資料を基にジェトロ作成
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CBP問い合わせ先9

（出所）米国連邦政府発表資料を基にジェトロ作成

◼ IEEPA関税還付とCAPEに関する情報はCBPの特設ウェブサイトに集約されている。

https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds

◼ 関税還付に関する質問は、CBPにメールで問い合わせ可能。

• 技術的質問：IEEPARefunds@cbp.dhs.gov
• それ以外の一般的な質問：traderelations@cbp.dhs.gov

IEEPA関税還付に関するCBP問い合わせ窓口

https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/trade-remedies/ieepa-duty-refunds
mailto:IEEPARefunds@cbp.dhs.gov
mailto:traderelations@cbp.dhs.gov
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ジェトロ特集ページ「米国関税措置への対応」

◼ 関税措置のアップデートや日系企業による対応をご案内する特集ページ。
関連ニュースや日系企業の対応状況、要旨を示すスライドなどを掲載。

◼ アクセスはこちらのリンクまたは右のQRコードから！
（URL：https://www.jetro.go.jp/world/us_tariff.html）

関連ニュース 関税政策の要旨スライド

参考

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2025/01/e1554365874d6a87.html?_previewDate_=null&revision=0&viewForce=1&_tmpCssPreview_=0%2Fbiznews%2F%2Fbiznews%2F%2F%2Fevents%2F.html
https://www.jetro.go.jp/world/us_tariff.html
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https://www.jetro.go.jp/mail/list.html

※最新情報は、米国政府の発表資料を参照してください

https://www.jetro.go.jp/services/advice/

米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口

★ご相談は無料です★

https://www.jetro.go.jp/services/advice/

	スライド 1: IEEPA関税還付プロセスの解説 ～還付手続きを正しく理解する～
	スライド 2: 還付対象は「IEEPAに基づいて徴収された関税」のみ
	スライド 3: IEEPA関税の発動から還付まで
	スライド 4: 関税還付のステップ～まずはアカウント開設を
	スライド 5: IEEPA関税の還付システム（CAPE）の概要
	スライド 6: 4月20日から開始するCAPEフェーズ1の対象範囲
	スライド 7: IEEPA関税還付～受け取りに向けた準備
	スライド 8: 今後の見通し
	スライド 9: 日本からの対米輸出に課される関税
	スライド 10: CBP問い合わせ先
	スライド 11: ジェトロ特集ページ「米国関税措置への対応」
	スライド 12

